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証券コード ８０９３
2023年６月５日

（電子提供措置の開始日2023年５月30日）
株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目２番１号
極 東 貿 易 株 式 会 社

代表取締役社長 岡 田 義 也
第103回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.kbk.co.jp/ja/ir/library/soukai

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトの他、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲
載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、
銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択
の上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、事前に以下のいずれかの方法により議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、
2023年６月21日（水曜日）営業時間終了の時（午後５時40分）までに議決権をご行使くださ
いますようお願い申しあげます。
【郵送(書面)による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着
するようご返送ください。各議案につき、賛否が表示されていない場合には、賛成としてお
取り扱いいたします。

【インターネットによる議決権行使の場合】
４頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記の行使期
限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬具
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記

１．日 時 2023年６月22日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

丸の内トラストタワーN館11階
トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room3+4
（昨年と会場が変更となっております。
末尾の会場案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第103期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

２．第103期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正の前後の

内容を掲載させていただきます。
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下記のいずれかの方法により議決権の行使をお願い申しあげます。

当日ご出席による議決権行使
株主総会開催日時：2023年６月22日（木曜日）午前10時

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

書面による議決権行使

議決権行使期限：2023年６月21日（水曜日）午後５時40分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年６月21日
（水曜日）営業時間終了の時（午後５時40分）までに到着するよう、ご返送お願い
申しあげます。

インターネットによる議決権行使
議決権行使期限：2023年６月21日（水曜日）午後５時40分入力分まで

４頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、
議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。2023年６月21日（水曜
日）営業時間終了の時（午後５時40分）までに行使していただきますようお願い
申しあげます。

※書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決
権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回数またはパソコンとスマートフォ
ンで重複して議決権を行使された場合は、上記議決権行使期限内で最終に行われたものを有効な議決権行使と
してお取り扱いいたします。パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権
行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
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見本

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが PC
向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権
行使コード」・「パスワード」をご入力のうえログインし、再度
議決権行使をお願いいたします。
※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

１ 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取りください。

２ 以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト

ウェブ行使
https://www.web54.net

１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスください。

２ 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使コード」
を入力

「次へすすむ」を
クリック

「ログイン」を
クリック

３ 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を
入力

「次へ」を
クリック

４ 以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

システム等に関するお問い合わせ 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート

0120-652-031
(通話料無料／受付時間 午前9時~午後9時)

本サイトでの議決権行使に関するパソコン又はスマートフォンの操
作方法がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。
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議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への継続的な成果の還元と企業価値の持続的向上を実現するため、適
正な資本政策の下、将来の事業展開と財務状況、収益動向などを総合的に勘案した配当を実
施することを利益配分の基本方針としております。
また当社は、2021年５月10日に公表いたしました中期経営計画「KBKプラスワン2025」

において、当初３年間の配当性向100％など積極的な株主還元政策を掲げており、当期は計
画２年目となります。
上記の方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績、経営環境、今後の事

業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金44円（中間配当と合わせて年間81.50円）といたしたいと
存じます。
この場合の配当総額は541,907,608円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月23日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員(５名)は、本総

会終結の時をもって任期満了により退任となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案について、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断して

おります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における

地位及び担当
取締役会への
出席状況

1 再 任 岡
お か だ

田 義也
よ し や 代表取締役社長 社長執行役員

営業統括本部長 産業設備関連部
門長

15回中15回
（100％）

2 再 任 苫米地信
と ま べ ち の ぶ き

輝 取締役 常務執行役員 コーポレー
ト統括本部長 コーポレート部門長

15回中15回
（100％）

3 再 任 佐
さ と う

藤 匡玄
ま さ は る 取締役 常務執行役員

営業統括本部副本部長 産業素材
関連部門長

15回中15回
（100％）

4 再 任 佐久間慎治
さ く ま し ん じ 取締役 常務執行役員

営業統括本部副本部長 機械部品
関連部門長

15回中15回
（100％）

5 再 任 藤
ふ じ の

野 隆
たかし 社 外

独 立
取締役

15回中15回
（100％）
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候補者
番 号 1

再 任

岡
お か だ

田 義也
よ し や

（1957年４月25日生）
所有する当社の株式数

39,972株
取締役会への出席状況
15回中15回（100％）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1984 年４月 当社入社
2003 年４月 情報・環境機器部長
2005 年６月 KBK Europe GmbH支配人
2009 年10月 産業システム部長
2011 年４月 執行役員 産業・資源グループ長 産業システム部長
2013 年４月 執行役員 産業・資源グループ長 国内子会社統括グループ長
2013 年６月 取締役執行役員 産業・資源グループ長 国内子会社統括グループ長
2017 年４月 取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長 国内子会社統括グループ長
2019 年４月 代表取締役社長 社長執行役員 営業統括本部長
2023 年４月 代表取締役社長 社長執行役員 営業統括本部長 産業設備関連部門長（現）

取締役候補者とした理由
入社以来、主に産業関連事業などに従事するほか、当社の各営業分野に関する豊富な知識と経験を有して

おり、また、当社ドイツ現地法人で支配人を務めるなど海外での経営経験も有しております。また、当社の
代表取締役社長に2019年より就任し、当該経験を通じて培った経営全般に関する高度の専門性、経営者と
しての豊富な経験および識見を有しており、当社の持続的な成長と企業価値のさらなる向上の実現に資する
ことができるものと期待されるため、引続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 2

再 任

苫米
と ま べ ち

地 信輝
の ぶ き

（1958年３月11日生）
所有する当社の株式数

28,774株
取締役会への出席状況
15回中15回（100％)

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1982 年４月 当社入社
2006 年６月 経理部長
2006 年７月 経理部長兼関連会社室長
2011 年４月 執行役員 管理企画グループ長 関連会社室長
2013 年４月 執行役員 管理企画グループ長 グループ企画室長
2015 年６月 取締役執行役員 管理統括本部長 管理企画グループ長 グループ企画室長
2017 年４月 取締役 常務執行役員 管理統括本部長 管理企画グループ長 グループ企画室長
2019 年４月 取締役 専務執行役員 管理統括本部長 管理企画グループ長 海外事業統括グループ長
2022 年４月 取締役 常務執行役員 コーポレート統括本部長
2023 年４月 取締役 常務執行役員 コーポレート統括本部長 コーポレート部門長（現）

取締役候補者とした理由
入社以来、管理部門業務に従事し、経理部長、関連会社室長、管理企画グループ長を務めるなど、経理・

財務業務および管理業務全般に豊富な経験と実績を有しております。また、当社米国現地法人での勤務経験
もあり、グローバルな視野を有しております。これらの経験において培った経営全般に関する高度な専門性
により、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に貢献していると判断し、引続き取締役として選任を
お願いするものであります。

候補者
番 号 3

再 任

さ と う まさ は る

佐藤 匡玄（1959年１月９日生）
所有する当社の株式数

22,140株
取締役会への出席状況
15回中15回（100％）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1983 年４月 当社入社
2005 年６月 プラスチック部長
2009 年６月 執行役員 素材グループ長 兼プラスチック部長
2009 年７月 執行役員 素材グループ長
2017 年６月 取締役執行役員 素材グループ長
2019 年４月 取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 産業素材関連部門長 機械部品関連部門長
2021 年４月 取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 産業素材関連部門長 (現）
取締役候補者とした理由
入社以来、産業素材関連事業に従事し、プラスチック部長、素材グループ長を務めるなど、同分野におけ

る豊富な経験と実績を有しております。海外勤務も経験していることに加え、顧客との調整、折衝のため海
外における業務経験も多く、これらの経験において培った経営全般に関する高度な専門性により、当社の持
続的な成長と企業価値の向上の実現に貢献していると判断し、引続き取締役として選任をお願いするもので
あります。
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候補者
番 号 4

再 任

さ く ま し ん じ

佐久間 慎治（1963年５月22日生）
所有する当社の株式数

21,266株
取締役会への出席状況
15回中15回（100％）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1986 年４月 当社入社
2009 年７月 極東貿易(上海)有限公司 総経理
2013 年５月 産業システム部長
2019 年４月 執行役員 営業統括本部副本部長 基幹産業関連部門長
2020 年６月 取締役 執行役員 営業統括本部副本部長 基幹産業関連部門長
2021 年４月 取締役 執行役員 営業統括本部副本部長 機械部品関連部門長
2021 年６月 取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 機械部品関連部門長（現）
（重要な兼職の状況）
ヱトー株式会社 代表取締役社長

取締役候補者とした理由
入社以来、産業素材関連事業、基幹産業関連事業などに従事するほか、当社の各営業分野に関する豊富な

知識と経験を有しており、また、当社中国現地法人（極東貿易（上海）有限公司）で総経理を務めるなど海
外での経営経験も有しております。これらの経験において培った経営全般に関する高度な専門性により、当
社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に貢献していると判断し、引続き取締役として選任をお願いする
ものであります。

候補者
番 号 5

再 任

社 外

独 立

藤
ふ じ の

野 隆
たかし

（1956年２月12日生）
所有する当社の株式数

1,200株
取締役会への出席状況
15回中15回（100％）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1979 年４月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）入社
2009 年１月 同社 執行役員 経営企画室長
2010 年１月 同社 常務執行役員 CFO 兼 社長室長
2010 年３月 同社 取締役 常務執行役員 CFO 兼 社長室長
2015 年１月 同社 取締役 常務執行役員 社長付（2015年3月退任）
2015 年１月 伊勢化学工業株式会社 顧問
2015 年３月 同社 代表取締役 兼 社長執行役員（2019年3月退任）
2021 年６月 当社 取締役（現）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
旭硝子株式会社（現AGC株式会社）では財務IR及びコーポレートガバナンスの担当取締役を、その後、

伊勢化学工業株式会社（東証スタンダード市場上場）では代表取締役に歴任されるなど、経営者としての豊
富な経験と幅広い見識のもとに、当社経営全般に対して、独立した立場からの客観的な意見を頂くために社
外取締役候補者とするものであります。経営陣から独立した立場から、企業経営に関する豊富な経験に基づ
いた監督機能を果たして頂くことを期待しております。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．藤野隆氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。

① 当社は藤野隆氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏が再選された場合には、同氏との間
で責任限定契約を継続する予定であります。当該契約内容の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する。損害賠
償責任の限度額は、金7.2百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか
高い額とする。

② 藤野隆氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏が当社の社外取締役に就任してからの
年数は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。

４．当社は藤野隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しており、同氏が再選された場
合には、同氏を引続き独立役員として届出する予定であります。

５．当社は、当社及び当社の子会社の取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に
起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該
保険契約により填補することとしております。全ての被保険者の保険料は、全額当社が負担しており
ます。
各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容で
の更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了により退任となりま

す。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 1

新 任

前
ま え だ

田 英彦
ひ で ひ こ

（1960年７月30日生）
所有する当社の株式数

7,200株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1984 年４月 当社入社
2012 年４月 人事総務部長
2019 年４月 理事 人事総務部長
2020 年４月 執行役員 人事総務部長
2020 年 6 月 執行役員 営業支援グループ長 人事総務部長
2021 年４月 執行役員 管理統括本部副本部長 営業支援グループ長 人事総務部長
2022 年４月 執行役員 コーポレート統括本部副本部長 コーポレート部門長 人事総務部長
2023 年４月 執行役員（現）

取締役候補者とした理由
入社以来、主として人事総務部門に従事するほか、営業部門である産業素材関連事業にも従事するなど幅

広い視野の下に豊富な経験と見識を有しております。また、執行役員コーポレート部門長を務めるなど、管
理部門全般業務を把握しており、当社の監査機能の強化に加えて企業価値の向上への貢献が期待されるた
め、監査等委員である取締役候補者とするものであります。
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候補者
番 号 2

再 任

社 外

独 立

貝
か い づ か

塚 光啓
み つ は る

（1970年６月14日生）
所有する当社の株式数

－株

取締役会への出席状況
15回中15回（100％）

監査等委員会への出席状況
13回中13回（100％）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2001 年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会会員）
2001 年10月 田辺総合法律事務所入所（現）
2019 年６月 取締役（監査等委員）（現）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年にわたる弁護士としての業務を通じて、専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しており、特に弁

護士の視点での監査機能の強化と企業価値の向上への貢献が期待されるため、引続き、監査等委員である社
外取締役候補者とするものであります。

候補者
番 号 3

再 任

社 外

独 立

日
ひ だ か

高 真理子
ま り こ

（1961年５月４日生）
所有する当社の株式数

－株

取締役会への出席状況
15回中15回（100％）

監査等委員会への出席状況
13回中13回（100％）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1984 年４月 監査法人中央会計事務所入所
1987 年４月 公認会計士登録（現）
2000 年７月 中央監査法人パートナー
2006 年７月 中央青山監査法人シニアパートナー
2007 年８月 新日本監査法人シニアパートナー
2020 年６月 東ソー株式会社 社外取締役（現）
2020 年８月 日高公認会計士事務所開設（現）
2021 年１月 住信SBIネット銀行株式会社 社外監査役（現）
2021 年６月 取締役（監査等委員）（現）
（重要な兼職の状況)

東ソー株式会社 社外取締役、住信SBIネット銀行株式会社 社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年にわたる公認会計士としての業務を通じて、専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しており、特

に会計の視点での監査機能の強化と企業価値の向上への貢献が期待されるため、引き続き、監査等委員であ
る社外取締役候補者とするものであります。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．貝塚光啓氏及び日高真理子氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。

① 社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由
貝塚光啓氏につきましては、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる弁護
士としての専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しておられることから、当社社外取締役と
しての職務を適切に遂行していただけるものと判断します。
日高真理子氏につきましては、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる公
認会計士としての専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しておられ、また他社における社外
取締役及び社外監査役としての経験も有しておられることから、当社社外取締役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断します。

② 当社は、貝塚光啓氏及び日高真理子氏が再選された場合、責任限定契約を継続する予定でありま
す。両氏と締結する契約内容の概要は、次のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する。損害賠
償責任の限度額は、金7.2百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか
高い額とする。

③ 貝塚光啓氏及び日高真理子氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、貝塚
光啓氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時
をもって４年、日高真理子氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は、本
定時株主総会終結の時をもって２年であります。

４．当社は、前田英彦氏が選任された場合、責任限定契約を締結する予定であります。当該契約内容の概
要は、次のとおりであります。
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する。損害賠償責
任の限度額は、金7.2百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額と
する。

５．当社は、貝塚光啓氏及び日高真理子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
り、両氏が再選された場合、両氏を引き続き独立役員として届け出る予定であります。

６．当社は、当社及び当社の子会社の取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に
起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該
保険契約により填補することとしております。全ての被保険者の保険料は、全額当社が負担しており
ます。
各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容で
の更新を予定しております。
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＜ご参考＞ 本定時株主総会後の取締役（予定）のスキルマトリックス

氏 名 役 位
独立
社外

企業
経営

ファイ
ナンス

法務・
リスク
マネジ
メント

技術・
イノベ
ーショ
ン

営業・
マーケ
ティン
グ

グロー
バル
経験

環境・
社会

人材マ
ネジメ
ント

岡田 義也 代表取締役社長
社長執行役員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

苫米地 信輝 取締役
常務執行役員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐藤 匡玄 取締役
常務執行役員 ○ ○ ○ ○ ○

佐久間 慎治 取締役
常務執行役員 ○ ○ ○ ○

藤野 隆 取締役 ● ○ ○ ○ ○ ○

前田 英彦 取締役
常勤監査等委員 ○ ○ ○ ○

貝塚 光啓 取締役
監査等委員 ● ○ ○

日高 真理子 取締役
監査等委員 ● ○ ○

（注）上記一覧表は、各取締役の有するスキル及び役割を表しております。

以 上
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１．企業集団の現況に関する事項
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぎ、行
動制限や海外渡航制限が緩和されたことを受け経済活動の正常化が進み、緩やかな回復の
兆しが見られました。しかしながら、世界的な原材料価格の高騰および円安の影響による
物価の上昇が続き、またロシア・ウクライナ問題の長期化、各国の金利引き上げ継続や欧
米の金融危機の表面化など、国内外ともに景気の先行きは依然として不透明な状況が続い
ております。
このような経済環境の中、当グループは中期経営計画「KBKプラスワン2025」の２年目

として、重点施策の一つである「サステナブルな社会を実現するための事業展開と投資実
行」に取り組み、営業組織再編等、事業ポートフォリオの最適化を加速させ、新たなソリ
ューションの提供のため新規事業分野へリソースを注力してまいりました。また積極的な
株主還元策など「株主価値向上に資する資本政策の実行」や、急激に変貌する市場環境や
ニーズに対応するため「パラダイムシフトの中で『想像』し『創造』できる人材の育成」
という重点施策も着実に実行してまいりました。
こうした中、当連結会計年度につきましては、産業インフラ関連事業においてヨーロッ

パ現地法人のロシアEVバス向けリチウムイオン電池事業がウクライナ問題によるロシア事
業の消失などにより落ち込む一方、海外プラント向け重電事業が昨年度に引き続き好調に
推移いたしました。また、機能素材関連事業においては北米向け自動車部品用樹脂・塗料
に持ち直しが見えたほか炭素繊維関連が好調に推移し、ねじ関連事業は引き続き建設機械
向け、産業機械向けが非常に好調に推移いたしました。
この結果、当連結会計年度の売上高は前連結会計年度に比べ29億52百万円増加の426億

57百万円となりました。
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部門別の売上高の状況は次のとおりであります。なお、当連結会計年度の期首より部門
を従来の４セグメントから３セグメントに変更しており、以下については、前連結会計年
度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。

産業設備関連部門
資源・計測関連事業において自動車検査装置事業が堅調に推移し、洋上風力発電関連事

業も本格的に立ち上がりました。産業インフラ関連事業においては海外プラント向け重電
事業が好調であったものの、ヨーロッパ現地法人のロシアEVバス向けリチウムイオン電池
事業がウクライナ問題によるロシア事業の消失により落ち込み、またコロナ禍の影響で基
幹産業向けの輸入設備関連において進捗の遅れ等が発生し低調に推移しました。この結果、
売上高は前連結会計年度に比べ10億86百万円減少の115億91百万円となりました。

産業素材関連部門
生活・環境関連事業において食品業界向け排水処理設備事業の立ち上げが遅れているも

のの、機能素材関連事業は自動車業界向け樹脂・塗料事業において、コロナ禍及び半導体
供給不足の影響が和らぎ北米向けに持ち直しが見られたほか、炭素繊維複合材関連が堅調
に推移しました。この結果、売上高は前連結会計年度に比べ22億93百万円増加の130億
39百万円となりました。

機械部品関連部門
ばね関連事業は車載備品用定荷重ばねが量産受注の終了により伸び悩みました。一方、

ねじ関連事業において、建設機械向けおよび産業機械向けが国内や北米を中心に非常に好
調に推移し売上拡大に貢献しました。この結果、売上高は前連結会計年度に比べ17億45
百万円増加の180億26百万円となりました。
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セグメント情報
（単位：百万円）

区 分
2 0 2 2 年 度
当連結会計年度

2 0 2 1 年 度
前連結会計年度 増減(△印減)

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 売 上 高 増減率
％ ％ ％

産 業 設 備 関 連 部 門 11,591 27.2 12,678 31.9 △1,086 △8.5
産 業 素 材 関 連 部 門 13,039 30.6 10,745 27.1 2,293 21.3
機 械 部 品 関 連 部 門 18,026 42.3 16,281 41.0 1,745 10.7

合 計 42,657 100.0 39,705 100.0 2,952 7.4

損益の状況
損益面におきましては、売上総利益は、産業設備関連部門の海外プラント向け重電事業

が好調さを維持したことに加え、機械部品関連部門のねじ関連事業が売上を拡大したこと
から、前連結会計年度に比べ７億７百万円増加の89億１百万円となり、営業利益につき
ましては、販売費及び一般管理費の増加がありましたものの、前連結会計年度に比べ２億
41百万円増加の10億円となりました。
経常利益につきましては、営業利益および為替差益の増加などにより前連結会計年度に

比べ２億27百万円増加の15億23百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益
につきましては、事業ポートフォリオ最適化に伴う構造改革費用および減損損失を特別損
失として計上したものの、投資有価証券売却益の計上に加え、経常利益の増加により、前
連結会計年度に比べ２億35百万円増加の10億17百万円となりました。



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

― 18 ―

② 設備投資の状況
該当事項はありません。

③ 資金調達の状況
該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（2）対処すべき課題
今後の世界経済の見通しにつきましては、長期化が予想されるロシアのウクライナ侵攻

の影響による、資源価格や食料品等の高騰が世界的なインフレをもたらすことに加え、金
融引き締めによる消費の下振れなど、景気の先行きは不透明な状況が継続しております。
また、我が国経済も、政府主導による行動制限緩和政策の効果により、訪日観光客の増加
や社会経済活動の正常化回復が期待できるものの、物価高騰による内需の低迷や原材料及
びエネルギー価格の高騰などによって景気動向は伸び悩み、当グループを取り巻く環境
は、不透明で予断を許さない状況となっております。
当グループは2023年3月期に中期経営計画「KBKプラスワン2025」の政策に掲げる事

業ポートフォリオ最適化の一環としてコスト構造の見直しによる収益改善につながる構造
改革を断行し、コロナ後を見据えた収益を生み出す企業集団としての体制整備を行いまし
た。また、当中期経営計画で推し進める新事業の一つである洋上風力発電に関わる事業で
は大口案件を受注するなど、着実に計画を実行しており、インド現地法人が展開するフィ
ーダー関連事業も本格化することによって連結子会社となり、グローバルに新たな収益源
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泉を創出してまいりました。
2024年3月期においても、新分野における事業展開と投資実行を加速することで当グ

ループの事業の厚みを持たせ、中期的な収益力の強化に努める方針です。
資本政策としても、引き続き計画通りに積極的な株主還元を実行することで株主価値を

高める方針であり、当グループの成長を担う社員の育成を着実に進めるべく、中長期的な
視野で人材投資を行い、社員が活躍できる環境整備を積極的に行ってまいります。

また、当グループは2021年改訂コーポレートガバナンスコードを遵守し、従前にも増
してコーポレートガバナンスの強化に努めるとともにリスク管理体制とコンプライアンス
体制を拡充していくことにより内部統制システムの強化も実現していく所存です。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とお引き立てを賜りますよう
お願い申し上げます。
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（3）直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の推移

項 目 2019年度
（第100期）

2020年度
（第101期）

2021年度
（第102期）

2022年度
（第103期）
（当期）

売 上 高（百万円） 60,387 57,405 39,705 42,657
経 常 利 益（百万円） 830 734 1,296 1,523
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益（百万円） 221 278 781 1,017

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 35.33 45.37 63.55 82.63
純 資 産（百万円） 22,139 22,258 22,623 23,553
総 資 産（百万円） 47,886 51,790 45,513 44,522

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第102期の期首から適用しており、第102期以降に
係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2022年９月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第102期期首に当該株式分割が行われた
と仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

② 当社の財産及び損益の推移

項 目 2019年度
（第100期）

2020年度
（第101期）

2021年度
（第102期）

2022年度
（第103期）
（当期）

売 上 高（百万円） 35,344 34,715 11,001 10,294
経 常 利 益（百万円） 614 438 362 891
当 期 純 利 益（百万円） 507 440 93 887
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 80.83 71.73 7.61 72.07
純 資 産（百万円） 14,918 15,942 15,057 15,240
総 資 産（百万円） 38,613 42,711 36,139 34,949

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第102期の期首から適用しており、第102期以降に
係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2022年９月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第102期期首に当該株式分割が行われた
と仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
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（4）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当する親会社はありません。

② 重要な子会社等の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

％
（重要な子会社）
KBK Inc.（米国） 9,400千米ドル 100.00 貿易業

日本システム工業株式会社 50百万円 100.00 電子機器の製造及び各種ソ
フトウェアの開発、販売

極東貿易（上海）有限公司
（中国） 11,123千人民元 100.00 貿易業

Kyokuto Boeki India
Private Limited 48百万インドルピー 100.00 貿易業

株式会社ゼットアールシー・
ジャパン 16百万円 100.00 重防食塗料の輸入販売

KBKスチールプロダクツ
株式会社 150百万円 100.00 高性能ステンレススチール

ベルトなどの製造、販売

サンコースプリング株式会社 45百万円 100.00 定荷重ばね、ステンレス製
各種ばね類の製造、販売

ファーレ株式会社 10百万円 100.00 給電装置の輸入販売

オートマックス株式会社 30百万円 100.00 各種性能評価試験装置等の
製造、販売

株式会社TWD Japan 20百万円 70.00 洋上風力事業
ヱトー株式会社 669百万円 100.00 ねじ鋲螺その他工具の販売
ETO PRECISION（MALAYSIA）
SDN.BHD.（マレーシア）

1,000千マレーシア
リンギット 100.00 ねじ鋲螺その他工具の販売

ETO PRECISION OF TAIWAN
CO.,LTD.（台湾） 5,000千台湾ドル 100.00 ねじ鋲螺その他工具の販売

SIAM ETO CO., LTD.（タイ） 110,000千タイバーツ 100.00 ねじ鋲螺その他工具の販売



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

― 22 ―

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

％
（重要な子会社）
ETO（HONG KONG）
CO., LTD.（香港） 2,000千香港ドル 100.00 ねじ鋲螺その他工具の販売

プラント・メンテナンス
株式会社 50百万円 100.00 工場施設に関連する部品販

売、据付修理等
KBK Europe GmbH（ドイツ） 153千ユーロ 100.00 リチウムイオン電池の販売
Kyokuto Boeki Kaisha Mexico, S.A. de C.V.（メキシコ） 1,237千米ドル 100.00 貿易業
（重要な関連会社）

ABB日本ベーレー株式会社 192百万円 29.4 自動制御装置及び同機器の
設計、製造、販売

藤倉化成塗料（天津）有限公司
（中国） 8,600千人民元 30.0 自動車関連塗料等の製造、

販売
藤倉化成（佛山）塗料有限公司
（中国） 13,999千人民元 30.0 自動車関連塗料等の製造、

販売
上海藤倉化成塗料有限公司
（中国） 69,000千人民元 30.0 自動車関連塗料等の製造、

販売

③ 特定完全子会社に関する事項

会 社 名 住 所 帳 簿 価 額 の
合 計 額

当 社 の
総 資 産 額

ヱトー株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい二
丁目３番５号 16,048百万円 34,949百万円
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２．会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）
（1） 発行可能株式総数 40,000,000株
（注）2022年9月1日付にて実施した株式分割（１株を2株に分割）に伴い、発行

可能株式総数は、20,000,000株増加しております。
（2） 発行済株式の総数 12,991,836株
（注）2022年9月1日付にて実施した株式分割（１株を2株に分割）に伴い、発行

済株式総数は、6,495,918株増加しております。
（3） 株主数 15,439名
（4） 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
百株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口) 13,244 10.75
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託
ＩＨＩ口 7,711 6.26

株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 4,010 3.25
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,951 3.20
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,439 2.79
株 式 会 社 ニ レ コ 3,028 2.45
極 東 貿 易 取 引 先 持 株 会 2,527 2.05
ステート ストリート バンク アンド
ト ラ ス ト カ ン パ ニ ー ５０５１０３ 1,959 1.59

藤 倉 化 成 株 式 会 社 1,919 1.55
極 東 貿 易 従 業 員 持 株 会 1,261 1.02
（注） 当社は自己株式675,754株を保有しておりますが上記大株主から除いております。また、持株比率は

自己株式を控除して計算しております。
（5） 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

株 式 の 種 類 及 び 数 交 付 さ れ た 者 の 人 数

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 当社普通株式 6,632株 4名
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3．会社役員に関する事項
（1） 取締役の氏名等（2023年３月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役
社 長 岡 田 義 也 社長執行役員、営業統括本部長

取 締 役 苫米地 信 輝 常務執行役員、コーポレート統括本部長

取 締 役 佐 藤 匡 玄 常務執行役員、営業統括本部副本部長、産業素材関連部門
長、サンコースプリング株式会社 代表取締役社長

取 締 役 佐久間 慎 治 常務執行役員、営業統括本部副本部長、機械部品関連部門
長、ヱトー株式会社 代表取締役社長

取 締 役 藤 野 隆
取 締 役
常勤監査等
委 員

大 内 晋

取 締 役
監査等委員 貝 塚 光 啓 弁護士
取 締 役
監査等委員 日 高 真理子 公認会計士、東ソー株式会社 社外取締役、住信SBIネット銀

行株式会社 社外監査役

（注）１．当社は、藤野隆氏、大内晋氏、貝塚光啓氏及び日高真理子氏との間で会社法第427条第1項に基づく
責任限定契約を締結しております。当該契約により、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失
を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425条第
1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し、責任を負うものとしております。

２．取締役 藤野隆氏、取締役監査等委員 貝塚光啓氏、取締役監査等委員 日高真理子氏は、会社法第２
条第15号に定める社外取締役であります。

３．当社は、当社及び当社の子会社の取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に
起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該
保険契約により填補することとしております。全ての被保険者の保険料は、全額当社が負担しており
ます。

４．当社は社外取締役である藤野隆氏、貝塚光啓氏及び日高真理子氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．監査等委員である取締役 大内晋氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定して
いる理由は、社内事情に精通した者が内部監査部門との連携を図り、取締役会以外の重要な会議へ出
席する等により情報を収集し、監査等委員会全体で共有することにより、監査等委員会の監査・監督
の実効性を高めるためであります。

６．取締役常勤監査等委員 大内晋氏は、当社において長年、経理・財務・企画業務を担当しており、さ
らに、社外取締役である日高真理子氏は公認会計士として専門知識を有しており、それぞれ財務及び
会計に関する相当程度の知見を有しております。
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（2） 当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」
と記載する場合も同様。）の報酬は、当社および当グループの持続的成長および中長期
的な企業価値の向上と、ステークホルダーとの一層の企業価値共有を達成するために、
社是・企業理念に則した職務の遂行を促し、経営目標や指標の達成を促すためのもの
とします。具体的には、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、役位
別の報酬基準額を定め、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬と株式報酬から構
成されます。一方、社外取締役（本方針においては監査等委員である取締役を除く。）
については基本報酬のみを支払うこととします。当該方針については取締役会で決議
されております。
当社は任意の報酬委員会（３名以上の取締役より構成し、過半数を社外取締役とし委
員長は社外取締役より選出）を設置しており、取締役の報酬は、まず取締役会からの
諮問を受けた報酬委員会で審議された後、報酬額等の方針の決定権限を有する取締役
会が、報酬委員会での審議結果についての答申を受けて決定します。一方、社外取締
役の報酬は、業績連動報酬はなく基本報酬のみであるため、他社水準などを考慮して
定めた基準額に従い定められた額の確認を報酬委員会で行った上で、取締役会で決定
します。この過程を経て、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の
内容が当該方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2017年６月21日開催の
第97回定時株主総会において年額360百万円以内（うち社外取締役分として年額20百
万円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定
時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は８名（内、
社外取締役１名）です。また、この報酬限度額とは別枠で、2018年６月21日開催の
第98回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除
く）への譲渡制限付株式報酬限度額として、年額72百万円以内と決議いただいており
ます。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数
は８名（内、社外取締役１名）です。
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監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年６月21日開催の第97回定時株主総
会において年額70百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点
の監査等委員である取締役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。

④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の
総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる役
員の員数(人)

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役(監査等委員である
ものを除く。)
(うち社外取締役)

125
(７)

90
(７)

17
(－)

17
(－)

５
(１)

監査等委員である
取締役
(うち社外取締役)

38
(14)

38
(14)

－
(－)

－
(－)

３
(２)

（注）１．当社は企業価値の持続的な向上と株主との一層の価値共有を進める目的として、取締役の報酬は、業
績連動報酬部分と業績連動報酬以外の報酬から構成される報酬制度を導入し、業績連動報酬に係る指
標は、中期経営計画の達成状況といった中長期的な指標や、単年度の連結営業利益の様な短期的な視
点などを加味して決定しています。中長期的な指標は、①連結経常利益25億円②ＲＯＥ８％としてお
り、当事業年度の達成率は113％でした。また、当事業年度の連結営業利益は1,000百万円となりま
した。

２．当社は、ステークホルダーとの価値観共有化に加え業績連動の意味合いも持つことと取締役のモティ
ベーション向上を図るため、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、報酬総額の一定割合を株式報酬に充
て、譲渡制限付株式報酬の規定に従い、毎年７月に取締役会の決議を以って決定した株式報酬金額１
年分を、３年間の譲渡制限期間を設定した上で、当社株式を対象取締役に付与しています。

３．当社の取締役の報酬の構成割合は、上記の通り役位別の報酬基準額に対し、６～７割を固定報酬とし
て月次で支払い、１～２割を業績連動報酬として翌年６月に支給し、残りを株式報酬(譲渡制限付き株
式報酬)とします。
役位が上位の取締役になるに従い、業績連動報酬の割合が高くなります。



事業報告

― 27 ―

（3） 社外役員に関する事項

区 分 氏 名 取 締 役 会
出 席 状 況

監 査 等 委 員 会
出 席 状 況

社 外 取 締 役
（ 監査等委員を除く ） 藤野 隆 15回 / 15回 ―

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

貝塚 光啓 15回 / 15回 13回 / 13回

日高 真理子 15回 / 15回 13回 / 13回

① 取締役 藤野 隆
（ア）重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
（イ）当事業年度における主な活動状況
（ｉ）取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。
出席した取締役会においては、報告事項や決議事項について、主として会社経営者

経験者としての見地・視点より適宜適切な質問・照会をするとともに、必要に応じ経
営判断を含めた貴重な意見具申を行っております。

（ⅱ）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
企業経営に関する豊富な経験を有しており、当該視点から監督機能を果たして頂く

ことを期待しておりましたところ、当社取締役会において当該視点から積極的に発言
するなど、社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしてお
ります。

（ウ）責任限定契約の内容の概要
当社と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金
7.2百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額として
おります。
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② 取締役監査等委員 貝塚 光啓
（ア）重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
（イ）当事業年度における主な活動状況
（ｉ）取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。
出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や決議事項につい

て適宜質問をするとともに、社外の立場から、貴重な意見具申を行っております。
（ⅱ）監査等委員会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。
出席した監査等委員会においては、都度決議・報告事項について、主として弁護士

としての見地・視点より意見交換・協議を行い、必要に応じ経営監査上参考となる貴
重な意見具申を行っております。

（ⅲ）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
弁護士として法務・コンプライアンス経営に関する豊富な経験を有しており、当該

視点から監督機能を果たしていただくことを期待しておりましたところ、当社取締役
会及び監査等委員会において当該視点から積極的に発言するなど、社外取締役として
業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たしております。

（ウ）責任限定契約の内容の概要
当社と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金
7.2百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額として
おります。

③ 取締役監査等委員 日高 真理子
（ア）重要な兼職先と当社との関係

当社は東ソー株式会社および住信SBIネット銀行株式会社との間に特別な関係はあり
ません。

（イ）当事業年度における主な活動状況
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（ｉ）取締役会への出席状況及び発言状況
出席率は100％であります。
出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や決議事項につい

て適宜質問をするとともに、社外の立場から、貴重な意見具申を行っております。
（ⅱ）監査等委員会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。
出席した監査等委員会においては、都度決議・報告事項について、主として公認会

計士としての見地・視点より意見交換・協議を行い、必要に応じ経営監査上参考とな
る貴重な意見具申を行っております。

（ⅲ）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
公認会計士として企業会計に関する豊富な役割を有しており、当該視点から監督機

能を果たしていただくことを期待しておりましたところ、当社取締役会及び監査等委
員会において当該視点から積極的に発言するなど、社外取締役として業務執行に対す
る監督、助言等適切な役割を果たしております。

（ウ）責任限定契約の内容の概要
当社と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金
7.2百万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額として
おります。
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連結貸借対照表（2023年３月31日現在） （単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 渡 金
そ の 他 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
備 品
使 用 権 資 産
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
その他無形固定資産
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
そ の 他 投 資
貸 倒 引 当 金

33,624
9,592

13,756
2,624
4,420

77
303

1,563
1,362
△76

10,897
2,259
615
215
160
89

1,127
48
4

241
241
8,396
6,545

1
1,863
△13

流 動 負 債 18,315
支払手形及び買掛金 8,924
電 子 記 録 債 務 3,184
短 期 借 入 金 3,025
未 払 法 人 税 等 246
契 約 負 債 1,596
賞 与 引 当 金 305
そ の 他 流 動 負 債 1,032

固 定 負 債 2,653
長 期 借 入 金 424
繰 延 税 金 負 債 655
長 期 未 払 金 5
退職給付に係る負債 1,500
そ の 他 固 定 負 債 66

負 債 合 計 20,969
純 資 産 の 部

株 主 資 本 21,331
資 本 金 5,496
資 本 剰 余 金 7,946
利 益 剰 余 金 8,569
自 己 株 式 △680
その他の包括利益累計額 2,214

その他有価証券評価差額金 1,460
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1
為替換算調整勘定 941
退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額 △189
非 支 配 株 主 持 分 7
純 資 産 合 計 23,553

資 産 合 計 44,522 負 債 純 資 産 合 計 44,522
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連結損益計算書（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 42,657
売上原価 33,755
売上総利益 8,901

販売費及び一般管理費 7,900
営業利益 1,000

営業外収益 573
受取利息 27
受取配当金 227
持分法投資利益 139
為替差益 104
その他営業外収益 75

営業外費用 51
支払利息 31
その他営業外費用 19
経常利益 1,523

特別利益 272
投資有価証券売却益 272

特別損失 293
投資有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 23
減損損失 148
構造改革費用 121
税金等調整前当期純利益 1,502
法人税、住民税及び事業税 471
法人税等調整額 11
当期純利益 1,019
非支配株主に帰属する当期純利益 2
親会社株主に帰属する当期純利益 1,017
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貸借対照表（2023年３月31日現在） （単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
借 地 権

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
そ の 他 投 資
貸 倒 引 当 金

13,989
1,538
185
987

7,656
993

1,395
59

1,175
△1

20,959
182
105

2
1
0

39
3

30
62
62

20,714
4,397

15,094
145
654
109

1
311

5
△4

流 動 負 債 18,026
電 子 記 録 債 務 186
買 掛 金 6,489
短 期 借 入 金 9,630
未 払 金 303
未 払 法 人 税 等 59
未 払 費 用 4
契 約 負 債 1,147
賞 与 引 当 金 107
そ の 他 流 動 負 債 97

固 定 負 債 1,682
長 期 借 入 金 538
繰 延 税 金 負 債 399
退 職 給 付 引 当 金 719
そ の 他 固 定 負 債 25

負 債 合 計 19,708
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,798
資 本 金 5,496
資 本 剰 余 金 5,101
資 本 準 備 金 5,101
利 益 剰 余 金 3,881
利 益 準 備 金 356
その他利益剰余金 3,529
建物圧縮記帳積立金 13
別 途 積 立 金 242
繰 越 利 益 剰 余 金 3,269

自 己 株 式 △680
評価・換算差額等 1,442

その他有価証券評価差額金 1,439
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 3
純 資 産 合 計 15,240

資 産 合 計 34,949 負 債 純 資 産 合 計 34,949
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損益計算書（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 10,294
売上原価 7,527
売上総利益 2,767

販売費及び一般管理費 3,104
営業損失（△） △336

営業外収益 1,317
受取利息 0
受取配当金 1,283
その他営業外収益 33

営業外費用 89
支払利息 64
社債利息 0
為替差損 21
その他営業外費用 2
経常利益 891

特別利益 272
投資有価証券売却益 272

特別損失 293
投資有価証券売却損 0
投資有価証券評価損 23
減損損失 148
構造改革費用 121
税引前当期純利益 870
法人税、住民税及び事業税 37
法人税等調整額 △54
当期純利益 887
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月11日

極東貿易株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 子 能 周
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 尻 健 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、極東貿易株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、極東貿易株式

会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独

立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月11日

極東貿易株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 子 能 周
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 尻 健 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、極東貿易株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日まで

の第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算
書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第103期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の

内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
し、また、財務報告に係る内部統制について取締役等及び会計監査人有限責任あずさ監査法人から当
該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、下記の
方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制
を含め、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月11日
極東貿易株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 大 内 晋 ㊞
監 査 等 委 員 貝 塚 光 啓 ㊞
監 査 等 委 員 日 高 真理子 ㊞

注. 監査等委員貝塚光啓及び日高真理子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役
であります。

以 上
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トラストシティ
カンファレンス・丸の内

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

極東貿易株式会社第103回定時株主総会
会 場 ご 案 内

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号
丸の内トラストタワーＮ館11階

トラストシティ カンファレンス・丸の内 Room 3+4
TEL 03（6212）5211

JR線「東京駅」日本橋口より徒歩１分
地下鉄「大手町駅」B7出口より徒歩２分
「日本橋駅」A3出口より徒歩４分

お願い: 誠に申し訳ございませんが、当会場には専用駐車場の用意がございませんので、
ご了承くださいますようお願い申しあげます。


